
点検項目 点検事項

高齢者虐待防止措置未実
施減算

高齢者虐待防止のための委員会の開催、指針の整備、定期的
な研修の実施又は担当者の配置のいずれかの措置を講じてい
ない場合（令和9年3月31日までは減算を適用しない）

□ 該当

業務継続計画未策定減算
業務継続計画を策定していない場合
(令和7年3月31日までは減算を適用しない）

□ 該当

厚生労働大臣の定める地域 □ 該当

開始日の属する月 □ 該当

厚生労働大臣の定める地域 □ 該当

１月あたりの実利用者が１５人以下 □ 該当

開始日の属する月 □ 該当

厚生労働大臣の定める地域 □ 該当

開始日の属する月 □ 該当

111 福祉用具貸与費

点検結果

特別地域加算

中山間地域等における小
規模事業所加算

中山間地域等に居住する
者へのサービス提供加算

（自己点検シート） 111 福祉用具貸与費（1/1）


